
　
７
月
20
日
か
ら
８
月
31
日
は
、
セ
ア
カ

ゴ
ケ
グ
モ
等
対
策
月
間
で
す
。
オ
ス
の
体

長
は
2.5
～
３
㎜
、
メ
ス
は
10
～
14
㎜
、
全

体
が
黒
色
で
背
中
の
赤
い
帯
状
の
模
様
が

特
徴
で
す
。
強
い
毒
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、

攻
撃
性
は
低
く
お
と
な
し
い
ク
モ
で
す
。

　
見
つ
け
て
も
素
手
で
触
っ
た
り
刺
激
を

与
え
た
り
し
な
け
れ
ば
、
咬
ま
れ
る
心
配

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
町
お
よ
び
大
阪
府
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
＝
環
境
課　
☎
７
３
６
‐
１
１
９
０

　
野
山
に
生
息
す
る
マ
ダ
ニ
に
咬
ま
れ
る

と
、
重
症
熱
性
血
小
板
減
少
症
候
群
な
ど

に
感
染
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
す
べ
て
の
ダ
ニ
等
が
病
原
体
を
保
有
し

て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
感
染

を
防
ぐ
た
め
に
は
咬
ま
れ
な
い
よ
う
に
す

る
こ
と
が
重
要
で
す
。
草
む
ら
な
ど
、
マ

ダ
ニ
が
生
息
す
る
場
所
に
入
る
場
合
に
は
、

特別障がい者手当・障がい児福祉手当の受給資格確認書類の提出について
　現在特別障がい者手当、障がい児福祉手当等を受給している方に、８月以降の受給資格確認のため、必要書
類（現況届、所得状況届等）を送付しています。継続受給の手続きとなりますので、下記の期間・提出先に必
ず提出してください。
確認
書類

◆　提出期間� ８月９日（金）～９月11日（水）
◆　提出先� 豊能町福祉課もしくは吉川支所

制度紹介
　特別障がい者手当と、障がい児福祉手当は、それぞれ在宅の重度障がい者の状態にある方を対象に手当
を支給する制度です。

特別障がい者手当 障がい児福祉手当

支給対象
　満20歳以上の在宅の方で、重度の障がいの状
態にあるため日常生活において常時特別の介護
が必要な障がい者

　満20歳未満の在宅の方で、重度の障がいの状
態にあるため日常生活において常時の介護が必
要な障がい児（者）

支給金額
・方法

月額　28,840円 月額　15,690円
毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて支給

手続方法
◆　必要な書類� 受給資格認定請求書、受給資格認定診断書、所得状況届等
� （事前に下記お問い合わせ先まで、ご確認願います。）
◆　提出先� 豊能町福祉課もしくは吉川支所

その他

◆　受給者、扶養義務者等の前年の所得等による支給制限があります。
◆　障がいの状態の変化や施設入所などにより、受給資格を喪失することがあります。
◆　�支給対象となる障がい程度の目安等、制度の詳細は大阪府ホームページ�

（福祉のてびき　9章手当・年金・貸付等）に記載されています。
　　　URL：https://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/kankou/tebiki.html#dai9

問＝大阪府箕面子ども家庭センター生活福祉課　☎０７２-７３７-６８５８　 ０７２-７３９-６１７２
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セ
ア
カ
ゴ
ケ
グ
モ
に
ご
注
意
を

長
袖
、
長
ズ
ボ
ン
、
帽
子
、
手
袋
を
着
用

し
、
足
を
完
全
に
覆
う
靴
を
履
く
な
ど
し

て
、
肌
の
露
出
部
分
を
少
な
く
し
ま
し
ょ

う
。

　
詳
し
く
は
町
お
よ
び
大
阪
府
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
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を
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覧
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だ
さ
い
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町のホームページ

町のホームページ

大阪府のホームページ

大阪府のホームページ

マ
ダ
ニ
に
よ
る
感
染
症
に

ご
注
意
を

（広告）
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